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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年１０月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字上福島６４０、６４１、６４
２の一部、６４３の一部 

東京都千代田区二番町８番地８ 
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取締
役 永松文彦 

２ 佐波郡玉村町大字飯塚３４０－１ 佐波郡玉村町大字飯塚３２８番地 
株式会社群馬フェリーチェ学園 代表取締役 田
村正幸 

３ 安中市松井田町二軒在家字中田１４８０－１、
１４８１－１、１４８２－１、１４８３－１、
１４８４－１、１４８４－５ 

安中市原市２８０５番２ 
有限会社協栄電機 代表取締役 駒井伸治 
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群
馬
県
立
高
等
学
校
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

群
馬
県
立
高
等
学
校
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
立
高
等
学
校
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
に
群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年

群
馬
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
に

よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
別
表
に
規
定
す
る
沼
田
高
等
学
校
及
び
沼
田
女
子
高

等
学
校
に
在
学
す
る
者
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
令

和
六
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
別
表
に
規
定
す
る
沼
田
高
等
学

校
の
各
相
当
の
課
程
、
学
科
及
び
学
年
に
転
学
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     

群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

県
立
学
校 

 
 

 

 

群
馬
県
立
学
校
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 
郁 

美 
 

 

 
 

 

群
馬
県
立
学
校
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

群
馬
県
立
学
校
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
三
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
中 

「 

     
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

」 

「 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

」 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
三 

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
も
の
と
さ
れ
た
沼
田
高
等
学
校
及
び
沼
田
女
子
高

等
学
校
に
係
る
群
馬
県
立
学
校
公
文
書
管
理
規
程
第
十
八
条
の
文
書
記
号
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

                               

■ 

教
育
委
員
会
規
則 

■ 

教
育
委
員
会
訓
令 

沼
田
女
子
高
等
学
校

 

尾
瀬
高
等
学
校

 

沼
田
高
等
学
校

 

沼
女
高

 

尾
瀬
高

 

沼
高

 

 

尾
瀬
高
等
学
校

 

沼
田
高
等
学
校

 

尾
瀬
高

 

沼
高

 

 を に
改
め
る
。 

尾
瀬
高
等
学
校

 

沼
田
高
等
学
校

 

尾
瀬
高

 

沼
高
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